

【大学院】「学力に関する証明書」発行申請書
＜注意事項＞
※本申請書は、「学力に関する証明書」を電子申請する際、「添付書類」として添付してください。
※発行に5営業日かかりますので、余裕をもって申請してください。
※免許法・免許種・学校種等、ご不明な点は、事前に証明書の提出先に確認の上、発行申請してください。
※施行規則66条の6に定める科目のみの証明に利用される場合も、いずれかの「学力に関する証明書」を申請してください。
※入学年度が旧法以前の対象者でも、在学中に免許状を未取得かつ未修得の単位をこれから履修する場合は新法が適用されます。
■申請者情報
	申請日
	年　　　月　　　日

	所　　　属
	修士課程・博士後期課程
	　研究科
	　専攻

	
	学生証番号
	

	入学年度
	西暦　　　　　　年　　 　月
	

	修了・離籍年月
（在学生記入不要）
	西暦　　　　　　年 　 月　
（修了・退学・除籍・期間満了）※ いずれかに○

	
	　　　　　　　　　
	現在の氏名(在学時の氏名から変更がある方のみ)

	在学時の氏名
※証明書は修了時または退学・除籍時の
氏名で発行します。
	
	

	
	西暦　　　　　年　　　月　　　日  

	連絡先
	電話番号　

	
	メールアドレス　　



■交付を希望する「学力に関する証明書」の情報
	免許法
※在学中に免許状を未修得かつ未修得の単位をこれから履修する場合は新法が適用されます。
	□新法（平成28年改正免許法）※2019（平成31）年度4月以降入学者対象

	
	□旧法（平成10年改正免許法）※2000（平成12）年度4月以降入学者対象

	
	□旧々法（昭和63年改正免許法）※1990（平成2）年度4月以降入学者対象

	
	□旧々々法（昭和63年改正前免許法）※1989（平成元）年度以前入学者対象

	証明書の種類・枚数
	□中学校       （教科：　　　　　　　　　　　　　）×　　　通
□専修　□一種 （教科：　　　　　　　　　　　　　）×　　　通

	
	□高等学校　　　 （教科：　　　　　　　　　　　　）×　　　通
□専修　□一種　 （教科：　　　　　　　　　　　　）×　　　通

	
	その他（指定書式　　　　　　　　　　　　　）


問い合わせ先
法政大学大学院事務部大学院課　TEL：03-5228-0550　



